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越谷市就労支援・就労準備支援事業業務委託企画提案選考会実施要領 

 

１．実施概要  

越谷市就労支援・就労準備支援事業に係る業務委託を締結するにあたり、委託先の専門知

識・実績・対応能力等を見極め、本業務に最適な業者を選考する。 

 

２．業務委託に関する事項 

（１）業務名 

越谷市就労支援・就労準備支援事業業務委託（長期継続契約） 

（２）履行場所 

   越谷市内全域及び支援により訪問する市外関係機関 

（３）業務内容 

別紙「越谷市就労支援・就労準備支援事業業務委託（長期継続契約）仕様書」参照 

（４）履行期間 

令和７年８月１日から令和１０年７月３１日まで 

（５）委託料限度額 

１１６，４６０，０００円（３６か月の合計 消費税額及び地方消費税額を含む。） 

上記のうち、令和７年度上限額：２５，８８０，０００円（８か月の合計 消費税

額及び地方消費税額を含む。） 

本委託業務の契約締結に係る限度額であり、見積額が限度額を超えた場合には審査

自体を行わない。 

（６）委託契約に関する注意事項 

① 本委託は、地方自治法第２３４条の３の規定による長期継続契約になる。 

このため、契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額

又は削除があった場合、市はこの契約を変更し、又は解除する場合がある。 

この場合、市は、受注者が損害を受けることがあっても、その損害賠償の責めを

負わないものとする。 
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３．選考形式 

書類審査及び選考審査会を設け、参加者による提出書類、プレゼンテーション及び質

疑応答について審査員が採点を行い、合計得点の高いものから順位を決定し、最上位の

ものを相手方として選定。ただし、最高得点の参加者が複数ある場合は、選考審査会で

の協議により選定を行う。 

 

４．参加に必要な条件 

本市と契約締結の権限を有する者を置く者 

 

５．参加資格 

   この企画提案選考に参加しようとする者は、次のすべての要件に該当する者とする。 

なお、参加資格を満たしていない場合は、参加申込受付の段階で失格となる。 

（１） 法人格を有すること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当する者でないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいず

れにも該当しない者であること。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしていな

い者であること。 

（５） 「越谷市物品購入等入札参加資格に関する要綱（平成１２年告示第５２号）」に

基づく令和７年度競争入札参加資格を有する者であること。 

（６） 参加申込書等受付の締切日から契約締結までの期間に、「越谷市の契約に係る指

名停止等の措置要綱（平成３０年告示第３４９号）」に基づく指名停止措置又は

「越谷市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成９年告示第８

号）」に基づく指名除外措置を受けていない者であること。 
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（７） 参加申込書等受付の締切日から契約締結までの期間に、「越谷市競争入札参加資

格業者実態調査実施要綱（平成２６年告示第２０２号）に基づく入札参加制限措置

を受けていない者であること。 

（８） 参加申込書等受付の締切日から契約締結までの期間に、国又は他の地方公共団体

のうち、その行政区域に越谷市を含む発注機関から指名停止措置又は指名除外措置

を受けている者にあっては、市長が特にプロポーザルに参加させることが適当と認

める者であること。 

（９） 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産の申

立てがなされていないこと。 

（10） 民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執

行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受

け、支払いが不能となっていないこと。又は、第三者の債権保全の請求が常態とな

っていないこと。 

（11） 本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であ

ること。 

（12） 法人税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（13） 個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講じていること。 

 

６．書類の配布 

 （１）配布期間 

令和７年４月２１日（月）から令和７年５月２１日（水）まで 

 （２）配布場所 

   越谷市公式ホームページからダウンロード 

   ※越谷市役所第三庁舎２階 生活福祉課窓口でも配布 
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７．参加申込受付 

（１）提出期限 令和７年５月２１日（水）１７時００分まで 

（２）提出場所 福祉部 生活福祉課 

（３）提出方法 郵送（書留扱い・必着）又は持参 

（４）提出書類及び提出部数（②から⑥は法人の場合のみ） 

①参加申込書（様式１）：１部 

②履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 写し：１部（提出日前３か月以内のもの） 

③役員名簿 写し：１部 

④法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 写し：１部 

（提出日前３か月以内のもの） 

⑤財務諸表（直近のもの） 写し：１部 

⑥申請する事業所が越谷市内にある者については、「法人税、（給与）特別徴収義務者

用市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、事業所税」の納税義務がある

場合、申請日前３か月以内に発行した直近１年分の納税証明書（写し可）、営業届出

済証明書 

 

８．企画提案書受付 

（１）提出期限 令和７年５月２１日（水）１７時００分まで 

（２）提出場所 福祉部 生活福祉課 

（３）提出方法 郵送（書留扱い・必着）又は持参 

（４）提出書類及び提出部数 

①企画提案書（様式３） 正：１部 写し：６部（企画提案書についてデータでの提

出は不可とする） 

※企画提案書については最大３０頁の構成とする。（企画提案書の表紙については

頁に含めないとする） 

３０頁を超える企画提案書を提出した場合は失格とする。なお、企画提案書で示さ

れている各項目については３０頁以内ですべて提案すること。また、補足資料につ
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いては 選考対象としない。 

※企画提案書の書式設定については次に掲げる設定とする。 

ア 余白 上２５ミリ・下２４ミリ・左３０ミリ・右２５ミリ 

イ フォントの設定 （日本語用）ＭＳ明朝 

          （英数字用）日本語用と同じフォント 

          （サ イ ズ）１１ポイント以上 

 ②業務経歴書（任意様式） 正：１部 写し：６部 

  ※会社概要及び取引実績等を記載したもの。 

 ③従事予定者履歴書（任意様式、写真不要）正：１部 写し：６部 

  ※内容については職歴および資格の記載があれば可能。 

  ④見積書（様式４） 正：１部 

  ⑤見積明細書 正：１部 

 ⑥ 人件費に関する内訳書（様式５）  正：１部（令和７年度分） 

   ※見積書作成に係る注意事項 

  ア 履行期間 令和７年８月１日から令和１０年７月３１日まで 

  イ 委託料限度額 １１６，４６０，０００円以下（消費税及び地方消費税含む） 

ウ 見積金額には、貴社が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積った契約希望金額（課税事業者は、消費税及び地

方消費税を加算した金額）の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

エ 見積書及び見積明細書には、件名、金額、住所、法人名等及び代表者（代理人

で競争入札参加資格を登録している場合は、代理人）を記載し、代表者印（代

理人の場合は、代理人の印）を押印すること。 

オ 見積書には、必ず見積った契約希望金額の明細となる見積明細書（課税事業者

は、消費税及び地方消費税を加算した明細とすること）を添付すること。見積

書記載金額と見積明細書の合計金額は一致しないので注意すること。 

カ 見積明細書の様式は問わない。 

キ 本案件は、労働者（※１）に一定の賃金額（労働報酬下限額）を保証する越谷市
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公契約条例（平成２８年法律第５１号）の適用案件となる。人件費の積算にあた

っては、１時間当たりの賃金（※２）について、労働報酬下限額１，１６０円

（令和７年度）以上とし見積書を作成すること。また、併せて人件費に関する内

訳書（別紙）を作成すること。 

なお、この案件を受注した場合は、労働報酬下限額（年度ごとに設定される）

以上の賃金の支払いや賃金額の報告のほか、越谷市公契約条例第５条及び第７条

に基づく事項が義務付けられる。 

  ※１ 最低賃金法第７条に基づき最低賃金の減額が認められる方は労働報酬下

限額の適用対象外となる。 

※２ 最低賃金法第４条第３項各号に掲げる賃金及び時間外等割増賃金は適用

範囲外である。 

キ 見積書、見積明細書及び人件費に関する内訳書は件名及び法人名等を記載した

封筒に入れ、封緘して提出すること。 

９．選考方法 

（１）プレゼンテーション 

下記のとおり選考審査会を開催し、受託計画書の内容に基づいて、各参加者によるプレゼ

ンテーションを行う。 

開催日：令和７年５月２７日（火） 

会 場：越谷市役所第３庁舎５階 会議室５ 

・説明時間等のタイムスケジュールは各参加者に別途通知を行う。 

・１参加者につき、説明は２０分以内とし、説明終了後、それぞれ１０分程度の質疑応答を

行う。 

・説明者は割り当てられた説明開始予定時刻の１０分前までに控室に入り待機すること。開

始予定時刻に遅れた場合は欠席として取扱う。 

・説明者は、本業務の担当者（必須）を含め、３名以内とする。原則として、主な説明者は

本業務の担当者とすること。 

・受託計画書の内容に基づき、評価項目に沿って説明を行うこと。提出書類に含まれていな
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い追加資料の使用は不可。 

・プレゼンテーション用のパソコンは各参加者で準備すること。プロジェクター、スクリー

ンについては主催者側で用意。 

（２）選考審査 

全参加者のプレゼンテーション終了後、越谷市就労支援・就労準備支援事業業務委託プ

ロポーザル審査選考委員会（以下「選考委員会」という。）により審査を行い、委託予定

業者を選定する。選考委員会の委員が下記の評価表に基づき評価、採点を行い、各委員の

得点を合計した点数が最も高い参加者（応募者）を委託予定業者とする。ただし、合計得

点が１位となった参加者が複数ある場合は、その者の内で価格が最も低い参加者を委託予

定業者とする。なお、価格について同価格であった場合は越谷市契約規則に基づいて委託

予定業者を決定する。 

参加者が１者の場合は、７頁の評価表にある評価項目のうち２から４の項目について、

それぞれの配点の７０％以上を得た場合かつ、評価項目１から４について、合計配点の 

７０％以上を得た場合に委託予定業者とする。 
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【評価表】 

評価項目 評価基準 配点（満点） 

1 受託実績 ・同事業の業務契約の実績 １０点 

2 受託体制 
・従事職員の配置・資格・経験、従事職員の欠員時対応 

・就労支援員、就労準備支援員の育成（確保） 
１２点 

3 計画評価 

・就労支援事業・就労準備支援事業、それぞれに対する支援につい

て、具体的手法が示されているか 

 

・引きこもりをはじめとした支援が必要な人を発見するアウトリーチ

等、幅広い支援の手法が示されているか 
 

・日常生活、社会生活、就労自立に向けたセミナー等の具体的な支

援計画が示されているか 
 

・個人求人開拓について、具体的かつ現実的な計画・手法が示され

ているか 
 

・利用者獲得に向けた手法について、具体的かつ現実的な計画が

示されているか 

２４点 

4 理解度等 

・越谷市の現状及び課題について把握し、正しく理解しているか 

・当事業の現状及び課題について把握し、正しく理解しているか 

・個人情報の取扱について、適切な方法がとられているか 

・その他独自の取組やアピールポイントに斬新性や優れた独自性が

あるか 

２４点 

5 価格評価 

・見積金額の評価 

※予定額（116,460,000円税込）に対する減額率に応じて点数を算出 

３０点： ８%以上（107,143,200円以下） 

２５点： ６％以上８％未満（107,143,200円超 109,472,400円以下） 

２０点： ４％以上６％未満（109,472,400円超 111,801,600円以下） 

１５点： ２％以上４％未満（111,801,600円超 114,130,800円以下） 

１０点： ２％未満（114,130,800円超 116,459,999円以下） 

 ０点： 減額なし 

３０点 

合計得点 １００点 
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＜注意事項＞ 

① 選考への参加に関する一切の費用は参加者の負担とする。 

② 提出期限までに必要書類が提出されない場合は、失格とする。 

③ 提出された見積書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。また、

提出書類は返却しないこととする。 

④ 提出された企画提案書に虚偽又は不正があった場合には、企画提案書を無効とし、

失格とする。 

⑤ 特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成

１１年法律第４２号）」において、行政機関が取得した文書について、開示請求者か

ら開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれが

ないものについては、開示対象となる場合がある。 

⑥ 企画提案書の提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更は認

めない。また、企画提案書に記載した配置予定者は、原則として変更できないもの

とする。ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合に

は、同等以上の資格、能力等を有する者であり、あらかじめ発注者の同意を得なけ

ればならない。なお、休暇、繁忙期等における人員についてはこの限りではない。 

⑦ 企画提案にあたり、著しく信義に反する行為があったと選考委員会が認めた場合、

失格とする。 

⑧ 選考委員会において、１位として決定した者は、企画競争の実施の結果、最適な者

として特定したものであるが、地方自治法等に基づく契約手続きの完了までは、契

約関係は生じるものではない。 

⑨ 辞退又は特別な理由により委託予定業者と契約締結ができない場合は、委託予定業

者の選定時に順位付けをした順に契約交渉を行う。契約を辞退したことにより、以

後の選定、競争入札について不利益な取扱いを受けるものではない。  

⑩ 選考結果は、別途通知することとする。 

⑪ 選考結果についての問い合わせ及び異議申し立てには一切応じない。 
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１０．質疑方法 

  質問内容 参加申し込み、参加資格の審査、企画提案に関する質問 

質問期間 令和７年４月２８日（月）１７時００分まで 

質問方法 電子メールに「質問書（様式２）」（越谷市公式ホームページに掲載）を添付

して質問 

回答方法 電子メールにて参加者全員に対して回答 

  回答日  令和７年５月１日（木） 

  ※質問に際し、質問内容に特定の企業名や個人の情報を記載しないこと 

１１．選定スケジュール 

令和７年４月２１日（月） 募集開始（ホームページ掲載）、質問受付開始 

令和７年４月２８日（月） 質問締め切り 

令和７年５月 １日（木） 質問回答 

令和７年５月 ８日（木） 参加申込書、企画提案書提出受付開始 

令和７年５月２１日（水） 参加申込書、企画提案書提出締め切り 

令和７年５月２７日（火） 選考委員会 

令和７年５月３０日（金） 選考結果通知発送 

 

【問合せ】 

〒３４３―８５０１ 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 越谷市福祉部生活福祉課  

Ｅメールアドレス：seikatsufukushi＠city.koshigaya.lg.jp  電話：048-963-9162 


